
森
林
を

お
持
ち
の

皆
さ
ま
へ

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、

・
森
林
を
適
切
に
管
理

・
地
球
温
暖
化
防
止
や
災
害
防
止
な
ど

　

の
森
林
の
公
益
的
機
能
の
維
持
増
進

　

に
寄
与

・
安
定
的
な
木
材
の
供
給

・
林
業
の
成
長
経
済
化

・
雇
用
の
創
出
や
地
域
経
済
の
活
性
化

・
地
方
創
生
の
実
現

と
い
っ
た
点
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

森
林
所
有
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
森
林

の
経
営
管
理
の
方
針
に
つ
い
て
意
向

調
査
を
実
施
し
ま
す
。
令
和
元
年
度

（
2
0
1
9
年
度
）
か
ら
対
象
地
区
を
分

け
て
ス
タ
ー
ト
し
て
、
計
画
的
に
約
10

年
か
け
て
町
内
全
域
の
調
査
を
実
施
す

る
予
定
で
す
。
そ
し
て
意
向
調
査
の
回

答
を
元
に
、
町
で
経
営
管
理
方
法
を
検

討
し
て
い
き
ま
す
。
町
で
管
理
し
て
い

く
べ
き
と
判
断
し
た
森
林
に
つ
い
て
は
、

森
林
所
有
者
の
委
託
を
受
け
て
伐
採
な

ど
を
実
施
す
る
た
め
の
権
利
を
町
に
設

定
し
ま
す
。

町
が
経
営
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た

森
林
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
２
通
り
の

方
法
で
管
理
し
て
い
き
ま
す
。

①
林
業
経
営
に
適
し
た
森
林
は
、
意
欲

と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者
に
再
委

託
し
、
木
材
販
売
に
よ
る
経
営
を
目

指
す
。

②
経
済
的
に
成
り
立
ち
に
く
い
森
林
に

つ
い
て
は
、
町
が
公
的
管
理
を
行
う
。

森
林
所
有
者
の
山
離
れ

昔
は
多
く
の
森
林
所
有
者
が
、
木
材
を

販
売
す
る
目
的
で
山
に
木
を
植
え
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
生
活
様
式
の

変
化
や
輸
入
材
の
増
加
な
ど
に
よ
っ
て
国

産
材
の
価
格
は
低
迷
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
状
態
が
続
い
た
こ
と
で
、
山
に
対

す
る
経
営
意
欲
を
な
く
し
、
山
離
れ
が
進

ん
で
い
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
相
続
時
に

権
利
関
係
が
整
理
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
る

森
林
も
多
く
、
所
有
者
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
で
森
林
整
備
が
進
ま
な
い
と
い
っ
た
問

題
も
起
き
て
い
ま
す
。

こ
ん
な
方
法
も

林
業
で
は
本
来
、
木
材
を
販
売
し
た
収

益
を
元
に
間
伐
の
費
用
を
ま
か
な
っ
て
い

く
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
多

く
の
山
が
、
収
益
が
見
込
め
な
い
状
態
で

あ
る
た
め
、
森
林
所
有
者
に
よ
る
間
伐
は

大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
町
で
は
森
林
環
境
譲
与
税
を

活
用
し
た
間
伐
に
対
す
る
補
助
金
（
13
万

円
／
㏊
）
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
補
助
金

を
活
用
す
る
こ
と
で
、
間
伐
費
用
に
対
す

る
自
己
負
担
は
大
幅
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。

林
務
課
（
金
屋
庁
舎
）
や
森
林
組
合
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

森
林
所
有
者
の
責
任

平
成
31
年
（
2
0
1
9
年
）
4
月
に

森
林
経
営
管
理
法
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
で
は
、
森
林
所
有
者
の
皆
さ

ま
が
適
時
に
伐
採
、
造
林
、
保
育
を
行

い
、
森
林
を
適
切
に
管
理
す
る
「
責
務
」

が
明
確
化
さ
れ
ま
し
た
。
特
に
ス
ギ
や

ヒ
ノ
キ
な
ど
の
人
工
林
は
、
天
然
林
に

比
べ
て
手
入
れ
の
遅
れ
に
よ
る
土
壌
保

全
や
水
源
涵か

ん

養よ
う

の
機
能
低
下
が
大
き
く
、

風
に
よ
る
倒
木
や
土
砂
災
害
の
防
止
の

た
め
に
も
、
定
期
的
に
間
伐
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

森
林
経
営
管
理
制
度

当
町
で
は
、
森
林
経
営
管
理
法
に
基

づ
い
て
、
新
た
な
森
林
経
営
シ
ス
テ
ム

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

森林所有者
市町村が自ら管理

経営管理を再委託

市町村

林業経営者

（1）
意向を確認

（2）
経営管理を
委託

林業経営に
適した森林

林業経営に
適さない森林

森林経営管理制度の流れ
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